
 

 

質 問 事 項 要 旨 （ 具 体 的 か つ 簡 潔 に ） 答弁を求める者 

 

質問順 ３  抽選番号 ８ 受付 ５ 

令和７年５月２２日 午前・午後 ９時２１分受領 

山ノ内町議会議長 白鳥 金次 様 

第 ６ 番 山ノ内町議会議員 湯本 るり子 

６月定例会一般質問通告書 

山ノ内町議会会議規則第６１条第 2項の規定により、下記のとおり質問したいので通告します。 

 山ノ内町議会会議規則第６１条第２項の規定により、下記のとおり質問したいので通告します。  

１．楓の湯の入湯料につい 

 て 

 

 

 

２．ふるさと納税について 

 

 

 

 

 

３．保育園の給食「主食」に 

ついて 

 

（１）料金改訂後の状況について。 

（２）利用者や現場で働いている人の声はどうか。 

（３）町民であることの確認方法は、合理的で利便 

性のある方法はないか。   

 

（１）主旨は何か。 

（２）町の実績・品目・金額は。 

（３）須坂市のような他産地の物を返礼品としてい 

ることはないか。 

（４）今後の取り組みは。 

 

（１）米不足と物価高騰の中で、保護者のお弁当づ

くりは大変なので、米飯給食を実施できないか。 

（２）電気釜などの備品はあるか。 

（３）職員の負担、費用など実施にともなう課題は。 
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